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障害者雇用のよくある疑問や不安

2

なぜこの職場に配置されるのか？

なぜ障害者雇用をしないといけないのか？

「障害者」と一緒に働くことがイメージしにくい

どんな仕事をさせれば良いのか？

障害者雇用を現場に丸投げしているのでは？

どう指導すれば良いのか？
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現場の疑問や不安をそのままにして
障害者雇用に取り組むと

障害者雇用の進め方を知る

（ステップを踏んで障害者雇用に取組む）

様々な支障が発生する可能性が



障害者雇用の進め方

4高齢・障害・求職者雇用支援機構「はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～」を変更して引用

ステップ１：障害者雇用の基礎理解

ステップ３：募集活動

ステップ４：職場定着の取組み

ステップ２：採用計画の検討

（その１）
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ステップ１

障害者雇用の基礎理解

• その１：障害者雇用率制度 など

• その２：障害者納付金制度、差別禁止と合理的配慮

障害の社会モデル など

• その３：支援機関と支援制度

障害者雇用のメリット、ダイバーシティ経営 など

• その４：職場定着まで見据えた受入準備の基本的視点



障害者雇用促進法
（正式名称：障害者の雇用の促進等に関する法律）

• 障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的
とした法律
–障害者雇用促進法の基本的理念

–事業主の責務

–国及び地方公共団体の責務

–職業リハビリテーションの推進

–障害者に対する差別禁止等

–対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 など
（障害者雇用率制度）
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事業主の責務

第５条 全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会
連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な
職業人として自立しようとする努力に対して協力する
責務を有するものであつて、その有する能力を正当に
評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用
管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置
を行うことによりその雇用の安定を図るように努めな
ければならない。
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障害者雇用率制度

• 事業主は社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を
与える共同の責務を有するとの考えから、従業員の一定割
合以上の障害者の雇用を義務づけている。

–2025（令和7）年度⇒従業員40人に１人

（従業員の2.5%）

–2026（令和8）年7月⇒従業員37.5人に１人

（従業員の2.7%）
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企業に義務づける障害者雇用の割合は
どのようにして決めている？



障害者である常用労働者 ＋ 障害者である失業者

常用労働者 ＋ 失業者

この計算式で算出される数字を基準とし
その推移を勘案し政令で定める

注：実際に計算する際は、週20～30時間未満勤務の常用労働者

は１人は０．５人で計算、重度身体障害者及び重度知的障害者は
１人を２人で計算（週20～30時間未満勤務の場合は1人を1人とし

て計算）、分母の常用労働者数から除外率相当労働者数を減ず
る、などの処理が加わるが、ここでは単純化して示している。
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障害者雇用率制度で使われる用語

• 法定雇用率⇒事業主が雇用すべき障害者の割合

–民間企業、計算式で算出された数字を基準とし政令で定める

–公的機関：民間企業の法定雇用率を下回らない範囲で政令で定める
（国や自治体→現時点で2．8％、自治体の教育委員会→2.7%）

• 法定雇用障害者数⇒事業主が雇用すべき障害者数

• 実雇用率⇒各企業で障害者を実際に雇用している割合

注：「障害者雇用率」は、計算式で算出された数値を指す場合もあれば、法
定雇用率と同義で使う場合もある。さらに、「我が社の障害者雇用率」のよ
うに「実雇用率」と同義で使用する企業もある。
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障害者である常用労働者 ＋ 障害者である失業者

常用労働者 ＋ 失業者

12

計算式が意味するもの①

• この計算式で算出された数値と実雇用率の平均値が同じにな
ると、障害者の常用雇用率と全体の常用雇用率が同じになる。

• 計算式で算出される数字は、障害者が一般労働者と同じ水準
で常用労働者となり得る機会を確保するための目標値。



計算式が意味するもの②

• 「障害者である常用労働者」と「障害者である失業者」が増え
ると計算式で算出される数字は上昇する。

• 企業単位で法定雇用率が適用されることになった1976年、雇
用率の対象は身体障害者のみで法定雇用率は1.5%。

• その後、対象が知的障害者や精神障害者に拡大され、法定
雇用率は上昇している。 13

常用労働者 ＋ 失業者

障害者である常用労働者 ＋ 障害者である失業者



障害者雇用促進法上の障害者の定義

（第２条の1） 障害者 身体障害、知的障害、精神障害
（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下
「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業
生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが
著しく困難な者をいう。
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障害者雇用促進法の障害者に該当する人が
すべて雇用率制度の対象になる訳ではない



障害者雇用率制度に該当する障害者

• 身体障害者

– 雇用促進法上の障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障
害があるものをいう。

– 身体障害者であることは、主に身体障害者手帳で確認

• 知的障害者

– 雇用促進法上の障害者のうち、知的障害がある者であつて、知的障害者判
定機関で知的障害があると判定された者

– 知的障害者であることは、主に療育手帳で確認

• 精神障害者のうち精神障害者保健福祉手帳所持者
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○雇用促進法上の身体障害者と知的障害者＝雇用率制度の対象者

○雇用促進法上の精神障害者 雇用率制度の対象者



厚生労働省令で定める精神障害がある者は、次に掲げる者で
あって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。

①精神保健福祉法第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている者

②統合失調症、そううつ病（そう病及びうつ病を含む。）又はてんかん
にかかっている者（前号に掲げる者に該当する者を除く。）

＜雇用促進法施行規則第１条の４＞
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雇用促進法上の精神障害者の定義

雇用率の対象は、①精神障害者保健福祉手帳所持者のみ



身体障害者手帳

• 身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害程度に該当する
と認定された者に対して交付される。

• 身体障害者福祉法の別表で規定される障害種別は以下のとおり。

– 「視覚障害」「聴覚又は並行機能の障害」「肢体不自由」「内部障
害（心臓／腎臓／呼吸器／膀胱・直腸／小腸／ヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能／肝臓）」

• 手帳等級は１～６級まであるが、障害種別によっては設定されて
いない等級もある（例えば、内部障害の心臓機能障害は2・5・6級
は設定がない）。
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療育手帳

• 児童相談所や知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定
された者に交付される。

• 知的障害者福祉法に療育手帳の規定はなく、自治体の独自施策として
発行され、「愛の手帳」や「みどりの手帳」など名称が異なる場合もある。

• 判定基準も各自治体で定めているが、多くは、IQが概ね70～75以下、
日常生活や社会適応の状況などにより判定される。

• 等級も、重度・軽度の2段階とする自治体もあれば、重度を最重度・重度
に分け、軽度を中度・軽度に分け計4段階にする自治体もある（宮城県と
仙台市は重度（A）・軽度（B）の等級標記）。

• 重度は概ねIQ35未満の場合が一般的である。
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精神障害者保健福祉手帳

• 精神保健福祉法により、精神疾患を有する者のうち、長
期にわたり日常生活や社会生活に制限があると認めら
れる者に交付される。

• 手帳等級は１級～３級まであり、各級は以下のとおり。
– １級：日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

– ２級：日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著し
い制限を加えることを必要とする程度のもの。

– ３級：日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、日常生活
若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。

• 2年毎に手帳の更新手続きが必要。
19



• 我が国では、精神疾患の範囲を国際疾病分類（ＩＣＤ）
に基づき決めている。

• 国際疾病分類は、世界保健機関（ＷＨＯ）が疾病デー
タの体系的な記録・分析・比較を行うため作成した、感
染症や癌などさまざまな疾病の分類基準である。

20

精神疾患とは



国際疾病分類の「精神及び行動の障害」の疾患・障害

中分類 具体的な疾患・障害の例

症状性を含む器質性精神障害 高次脳機能障害、認知症

精神作用物質使用による精神および行動の障害 アルコールや薬物依存

統合失調症、統合失調型障害および妄想障害 統合失調症

気分（感情）障害 うつ病、双極性障害

神経症性障害、ｽﾄﾚｽ関連障害および身体表現性障害 不安障害、適応障害、ﾊﾟﾆｯｸ障害

生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 摂食障害、睡眠障害

成人の人格および行動の障害 人格障害

知的障害（精神遅滞）

心理的発達の障害 自閉症、学習障害

小児期（児童）青年期に通常発症する行動および情緒の障害 ＡＤＨＤ、チック症

詳細不明の精神障害 21



疾患別の新規手帳申請判定状況
障害者職業総合センター資料シリーズＮｏ５２（２０１０）

0 500 1000 1500 2000 2500

その他（Ｆ５､６､７､99）

精神作用物質（Ｆ１）

心理的発達等（Ｆ８、Ｆ90-98）

てんかん（Ｇ40）

神経症性障害等（Ｆ４）

器質性精神障害（Ｆ０）

気分障害（Ｆ３）

統合失調症（Ｆ２）

交付 非該当 保留・返戻

件
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（参考）精神障害者の就職件数に占める疾患別の割合

２００８年 ２０１５年

• 統合失調症  ４８．７％ → ３３．８％

• 気分障害 ２８．０％ → ４１．０％

• てんかん  ８．２％ → ４．８％

• その他の精神疾患 １４．８％ → ２０．４％

（うち発達障害） （約３％） →（１２．３％）

相澤欽一：精神障害，総合リハビリテーション45巻７号ｐ699-703（2017)
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重度障害者のダブルカウント

• 重度身体障害者や重度知的障害者を雇用する場合、
１人雇用すると2人雇用したと見なして実雇用率を算
定（ダブルカウント）。

–重度身体障害者

•身体障害者手帳等級が１～２級の者

–重度知的障害者

•療育手帳の等級が重度の者又は地域障害者職業センタ
ーで重度判定された者

＊現時点で、精神障害者には重度の設定はない。
24



実雇用率の算定の仕方

週の所定労働時間

３０時間
以上

２０時間以上
３０時間未満

１０時間以上
２０時間未満

身体障害・知的障害（重度以外） １．０ ０．５ －

重度身体障害・重度知的障害 ２．０ １．０ ０．５

精神障害＊１ １．０ １．０＊２ ０．５

25

＊１：現時点で精神障害者に重度の設定はない。
＊２：本来は０．５の算定だが、当面の間、１人を１人として算定。



実雇用率に算定するための条件

＜以下のいづれかを満たす必要がある＞

• 雇用期間の定めがなく雇用されている。

• 雇用期間の定めはあるが、雇用が反復更新され
雇い入れから１年を超えて引き続き雇用されると
見込まれる。

• 過去１年を超える期間について引き続き雇用され
ている。

26
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法定雇用障害者数が一定基準より下回ると

ハローワークによる障害者雇用率達成指導



障害者雇用率達成指導の流れ

28

企業名公表

障害者雇用状況報告（６月１日の状況）

適正実施勧告

特別指導

＊雇入れ計画作成命令（２年計画）

厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000459045.pdf



雇入れ計画作成命令の発出基準

以下のいずれかに該当する場合

① 実雇用率が前年６月１日現在の全国平均実雇用率未満、

かつ、不足数が５人以上

② 不足数が１０人以上

③ 法定雇用障害者数が３人又は４人の企業の場合、雇用障
害者数が０人

29

厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000459045.pdf
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ハローワークの指導の期限だけに注目し、
受入準備もしないまま、数合わせのためだ
けに、急いで障害者雇用を行なうことは避
けることが望ましい。
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ステップ１

障害者雇用の基礎理解（その１）

• 障害者雇用促進法における事業主の責務

• 障害者雇用率制度

• 法定雇用率の決め方

• 障害者雇用率制度の対象障害者

• 障害者手帳の概要

• 実雇用率の算定の仕方

• 障害者雇用率達成指導の流れ
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